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は
じ
め
に

本
論
文
で
は
、
慈
悲
と
い
う
徳
目
の
中
の
、
特
に
「
三
縁
の
慈
悲
」
に
つ
い
て
天

台
大
師
智
顗
（
五
三
八
～
五
九
七
・
以
下
、
天
台
）
が
著
し
た
『
法
華
玄
義
』『
法

華
文
句
』『
摩
訶
止
観
』
の
法
華
三
大
部
を
中
心
に
考
察
を
進
め
る
。
こ
れ
は
慈
悲

の
思
想
と
縁
起
の
思
想
が
い
か
な
る
連
関
を
持
つ
の
か
、
と
い
う
自
身
が
大
正
大
学

学
部
時
代
よ
り
研
究
課
題
と
し
て
き
た
も
の
の
一
端
で
あ
る
。
ま
た
さ
ら
に
、
三
縁

の
慈
悲
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
体
系
の
中
で
、
そ
の
結
び
つ
き
の
一
々
が
如
何
な
る
も

の
で
あ
る
の
か
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
、
感
応
の
思
想
を
併
せ
て
考
察
し
、
こ
れ
ら

慈
悲
の
思
想
と
い
う
も
の
が
ど
の
よ
う
な
体
系
に
よ
っ
て
説
か
れ
る
の
か
を
研
究
し

た
も
の
で
あ
る
。

 

二　

諸
経
典
に
見
ら
れ
る
三
縁
の
慈
悲

ま
ず
諸
経
典
に
見
ら
れ
る
「
三
縁
の
慈
悲
」
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
意
義
を
見
て

み
る
と
、『
大
般
涅
槃
経
』
や
『
大
智
度
論
』
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

『
大
般
涅
槃
経
』
に
お
い
て
は
、

慈
に
三
縁
有
り
。
一
つ
は
衆
生
を
縁
じ
、
二
つ
に
は
法
を
縁
じ
、
三
に
は
則
ち

無
縁
な
り
。
悲
喜
捨
も
亦
復
是
の
如
し
。
若
し
是
の
義
に
従
わ
ば
、
唯
応
に
三

有
る
べ
く
四
有
る
べ
か
ら
ず
。
衆
生
縁
と
は
五
陰
を
縁
じ
て
其
れ
に
楽
を
与
え

ん
と
願
ず
。
是
を
衆
生
縁
と
名
く
。
法
縁
と
は
諸
の
衆
生
の
所
須
の
物
を
縁
じ

て
之
を
施
与
す
。
是
を
法
縁
と
名
く
。
無
縁
と
は
如
來
を
縁
ず
。
是
を
無
縁
と

名
く
。
如
来
大
師
は
永
く
貧
窮
を
離
れ
て
、
第
一
の
楽
を
受
く
。
若
し
衆
生
を

縁
ず
れ
ば
、
則
ち
仏
を
縁
ぜ
ず
、
法
も
亦
是
の
如
し
。
是
の
義
を
以
て
の
故
に

如
来
を
縁
ず
る
者
を
名
け
て
無
縁
と
曰
う
。
世
尊
、
慈
の
一
切
衆
生
を
縁
ず
る

所
は
、
父
母
妻
子
親
属
を
縁
ず
る
が
如
し
。
是
の
義
を
以
て
の
故
に
、
名
け
て

衆
生
縁
と
曰
う
。
法
縁
と
は
父
母
妻
子
親
属
を
見
ず
、
一
切
の
法
の
皆
縁
よ
り

生
ず
る
を
見
る
。
是
を
法
縁
と
名
く
。
無
縁
と
は
法
相
及
び
衆
生
相
に
住
せ
ざ

る
。
是
を
無
縁
と
名
く
。
悲
喜
捨
の
心
も
亦
た
是
の
如
し
。
是
の
故
に
応
に
三

な
る
べ
く
、
四
有
る
べ
か
ら
ず
。（
※
傍
線
著
者
、
以
下
同
）

（『
大
般
涅
槃
経
（
南
本
）
梵
行
品
』
大
正
蔵
（
以
下
、
大
正
）
第
十
四
巻
、

六
九
四
頁
下
）

と
あ
る
よ
う
に
、
衆
生
縁
と
は
衆
生
の
五
陰
を
縁
ず
る
こ
と
、
法
縁
と
は
衆
生
自
身

を
含
む
須
い
る
も
の
を
縁
ず
る
こ
と
、
無
縁
と
は
如
来
を
縁
ず
る
こ
と
で
あ
っ
て
衆

生
や
法
と
い
っ
た
相
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
無
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ

も
「
与
楽
で
あ
る
慈
を
縁
ず
る
対
象
」
の
見
地
よ
り
三
つ
に
分
別
し
、
悲
・
喜
・
捨

も
ま
た
同
様
で
あ
る
と
ま
と
め
そ
の
内
容
を
明
か
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ

る（
（
（

。次
に
『
大
智
度
論
』
で
は
、

十
方
五
道
の
衆
生
の
中
に
て
一
慈
心
を
以
て
之
を
視
る
こ
と
父
の
如
く
母
の
如

く
兄
弟
姉
妹
姪
、
知
識
の
如
く
し
、
常
に
好
事
を
求
め
利
益
安
穏
を
得
せ
し
め

ん
こ
と
を
欲
し
、
是
の
如
く
心
、
遍
く
十
方
の
衆
生
の
中
に
満
つ
。
是
の
如
き

慈
心
を
衆
生
縁
と
名
け
、
多
く
は
凡
夫
の
行
処
、
或
は
有
学
の
人
の
未
だ
漏
尽

せ
ざ
る
者
に
在
り
。
法
縁
を
行
ず
と
は
諸
の
漏
尽
の
阿
羅
漢
、
辟
支
仏
、
諸
仏
、
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是
の
聖
人
は
、
吾
我
の
相
を
破
し
、
一
異
の
相
を
滅
す
る
が
故
に
、
但
だ
因
縁

の
相
続
に
従
っ
て
諸
欲
を
生
ず
る
を
観
じ
、
以
て
衆
生
を
慈
念
す
る
時
、
和
合

の
因
縁
の
相
続
し
て
生
ず
る
よ
り
但
だ
空
な
り
。（
中
略
）
衆
生
は
是
の
法
の

空
な
る
を
知
ら
ず
、
而
も
常
に
一
心
に
楽
を
得
ん
こ
と
を
欲
す
。
聖
人
は
之
を

愍
み
、
意
に
従
っ
て
楽
を
得
せ
し
む
。
世
俗
の
法
の
為
の
故
な
り
。
名
け
て
法

縁
と
為
す
。
無
縁
と
は
、
是
の
慈
は
但
だ
諸
仏
の
み
有
り
。
何
と
な
れ
ば
諸
仏

の
心
は
有
為
無
為
の
性
中
に
住
せ
ず
、
過
去
世
未
来
現
在
世
に
依
止
せ
ず
、
諸

仏
は
不
実
に
し
て
、
顛
倒
虚
誑
な
り
と
知
り
た
ま
う
が
故
に
心
に
所
縁
な
し
。

仏
は
衆
生
が
是
の
諸
法
実
相
を
知
ら
ず
、
五
道
に
往
来
し
心
諸
法
に
著
し
て
分

別
し
取
捨
す
る
を
以
て
、
是
の
諸
法
実
相
の
智
慧
を
以
て
、
衆
生
を
し
て
之
を

得
せ
し
め
た
ま
う
。
是
を
無
縁
と
名
く
。（
中
略
）
悲
心
も
亦
た
是
の
如
し
。

（『
大
智
度
論
巻
第
二
十
』
大
正
二
十
五
巻
、
二
〇
九
頁
中
～
下
）

 

慈
悲
心
に
三
種
有
り
。
衆
生
縁
・
法
縁
・
無
縁
と
な
り
。
凡
夫
人
は
衆
生
縁
な

り
。
声
聞
・
辟
支
仏
及
び
菩
薩
は
、
初
は
衆
生
縁
に
し
て
後
は
法
縁
な
り
。
諸

仏
は
善
く
畢
竟
空
を
修
行
す
る
が
故
に
名
け
て
無
縁
と
為
す
。
是
の
故
に
慈
悲

を
も
亦
た
仏
眼
と
名
く
。

（『
大
智
度
論
巻
四
十
』
大
正
二
十
五
巻
、
三
五
〇
頁
中
）

な
ど
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
初
め
に
三
縁
の
慈
悲
を
機
根
の
違
い
か
ら
分
別
し
、

さ
ら
に
有
漏
と
無
漏
の
違
い
に
よ
っ
て
三
縁
が
分
別
さ
れ
る
こ
と
を
明
か
し
て
い

る
。
そ
の
中
で
「
諸
仏
が
畢
竟
空
を
修
行
す
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
、
衆
生
に
諸
法
実

相
の
智
慧
を
得
さ
せ
る
こ
と
を
名
づ
け
て
無
縁
の
慈
悲
と
す
る
と
述
べ
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
よ
り
、
三
縁
の
慈
悲
は
衆
生
縁
・
法
縁
・
無
縁
に
分
別
さ
れ
、
そ
れ

ら
は
『
涅
槃
経
』
に
説
か
れ
る
よ
う
に
「
機
根
を
対
象
と
し
て
縁
ず
る
こ
と
」
と
、『
大

智
度
論
』
に
説
か
れ
る
よ
う
に
「
機
根
が
縁
ず
る
こ
と
」
と
い
う
は
た
ら
き
が
見
ら

れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

 

三　

天
台
の
著
述
に
見
ら
れ
る
三
縁
の
慈
悲
に
つ
い
て

次
に
、
天
台
の
説
く
「
三
縁
の
慈
悲
」
は
、

無
縁
の
慈
悲
と
は
即
ち
如
来
の
慈
悲
な
り
。
②
こ
の
慈
悲
と
実
相
と
同
体
に
し

て
衆
生
の
相
を
取
ら
ず
、
故
に
愛
見
に
非
ず
、
涅
槃
の
相
を
取
ら
ず
、
故
に
空

寂
に
非
ず
、
空
寂
に
非
ざ
る
が
故
に
法
縁
の
慈
悲
に
非
ず
、
愛
見
に
非
ざ
る
が

故
に
衆
生
縁
に
非
ず
。
二
辺
の
相
無
き
故
に
無
縁
と
名
く
。

（『
摩
訶
止
観
巻
第
六
』
大
正
四
十
六
巻
、
八
十
一
頁
上
）

と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
無
縁
の
慈
悲
の
性
格
が
、
空
寂
で
あ
る
法
縁
の
慈
悲
、
愛

見
を
持
っ
て
い
て
破
し
て
な
い
状
態
で
あ
る
衆
生
縁
の
慈
悲
と
は
異
な
る
こ
と
を
明

か
し
つ
つ
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
分
別
に
つ
い
て
は
『
大
智
度
論
』
と
凡
そ
同
様
で

あ
る
と
言
え
る
。
ま
た
、

二
に
梵
行
と
は
、
梵
と
は
浄
な
り
。
二
辺
の
愛
見
證
得
無
し
、
之
を
名
け
て
浄

と
為
す
こ
の
浄
法
を
以
て
衆
生
を
与
抜
す
、即
ち
是
れ
無
縁
の
慈
悲
喜
捨
な
り
。

菩
薩
は
大
涅
槃
の
心
を
以
て
聖
行
を
修
し
無
畏
地
を
得
、
①
二
十
五
三
昧
無
方

の
大
用
を
具
す
。
爾
の
時
の
慈
悲
は
是
れ
真
の
梵
行
な
り
。
余
の
梵
天
所
修
の

四
無
量
心
に
非
ず
、亦
た
三
蔵
通
教
の
衆
生
縁
法
縁
等
の
慈
悲
に
非
ざ
る
な
り
。

（『
法
華
玄
義
巻
第
五
上
』
大
正
三
十
三
巻
、
七
二
四
頁
中
）

と
あ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
さ
ら
に
衆
生
縁
や
法
縁
の
慈
悲
が
三
蔵
教
や
通
教
に
相

応
す
る
こ
と
を
四
教
の
分
別
か
ら
示
し
、
無
縁
の
慈
悲
は
そ
れ
ら
と
は
異
な
る
性
格

で
あ
る
こ
と
を
明
か
す
。

し
か
し
こ
れ
ら
の
分
別
を
行
う
一
方
で
、

空
観
は
法
縁
の
慈
の
為
に
薫
ぜ
ら
れ
る
、
仮
観
は
衆
生
縁
の
慈
の
為
に
薫
ぜ
ら

れ
る
、
中
観
は
無
縁
の
慈
の
為
に
薫
ぜ
ら
れ
る（

（
（

。
空
観
は
通
の
仏
慧
に
入
り
、

仮
観
は
別
の
仏
慧
に
入
り
、
中
観
は
円
の
仏
慧
に
入
る
。
空
観
は
一
切
智
の
彼

岸
に
到
り
、
仮
観
は
道
種
智
の
彼
岸
に
到
り
、
中
観
は
一
切
種
智
の
彼
岸
に
到

る
な
り
。
空
観
は
真
諦
を
聞
き
、
仮
観
は
俗
諦
を
聞
き
、
中
観
は
普
く
中
道
第
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一
義
諦
を
聞
き
、
ま
た
普
く
三
諦
を
聞
く
な
り
。

（『
法
華
文
句
』
大
正
三
十
四
巻
、
二
二
頁
下
）

と
あ
る
よ
う
に
、
天
台
は
『
大
智
度
論
』
に
お
い
て
「
多
く
は
凡
夫
の
行
処
、
或
は

有
学
の
人
の
未
だ
漏
尽
せ
ざ
る
者
に
在
り
」
な
ど
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
衆
生
縁
の
慈

悲
に
つ
い
て
、
菩
薩
行
と
さ
れ
る
仮
観
に
相
応
さ
せ
、
与
楽
で
あ
る
慈
か
ら
説
い
て

い
る
。

こ
の
相
応
に
関
し
て
『
法
華
玄
義
』
の
十
妙
に
あ
る
「
行
妙
」
の
中
、「
四
種
の

四
諦
の
慧
」
と
し
て
十
地
以
前
の
菩
薩
が
自
行
と
し
て（

（
（

二
十
五
の
有（

（
（

を
破
し
三
昧（

（
（

が

成
ず
る
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
箇
所
と
併
せ
て
考
察
す
る
と
、

地
獄
の
有
に
無
垢
三
昧
を
用
い
て
破
す
る
は
、地
獄
は
こ
れ
重
垢
報
の
処
な
り
。

報
因
は
則
ち
こ
れ
垢
な
り
。
悪
業
垢
・
見
思
垢
・
塵
沙
垢
・
無
明
垢
を
謂
う
な

り
。
菩
薩
は
先
に
こ
の
過
を
見
て
諸
垢
を
破
せ
ん
が
為
に
、
前
来
明
か
す
所
の

根
本
戒（

（
（

を
修
し
て
悪
業
の
垢
を
破
す
。
前
来
明
か
す
所
の
背
捨（

（
（

等
の
定
を
修
し

て
見
思
の
垢
を
伏
し
、
前
来
明
か
す
所
の
生
滅
無
生
滅
の
慧
を
修
し
て
見
思
の

垢
を
破
す
。
前
来
明
か
す
所
の
無
量
の
慧
を
修
し
て
塵
沙
の
垢
を
破
し
、
前
来

明
か
す
所
の
無
作
の
慧
を
修
し
て
無
明
の
垢
を
破
す
。
見
思
の
垢
を
破
す
る
が

故
に
真
諦
三
昧
が
成
じ
、
悪
業
の
苦
、
塵
沙
の
垢
を
破
す
る
が
故
に
俗
諦
三
昧

が
成
じ
、
無
明
の
垢
を
破
す
る
が
故
に
中
道
王
三
昧
成
ず
。

（『
法
華
玄
義
巻
第
四
上
』
大
正
三
十
三
巻
、
七
二
二
頁
上
）

と
あ
る
よ
う
に
、
俗
諦
三
昧
を
成
ず
る
と
い
う
こ
と
は
、
悪
業
の
苦
、
塵
沙
の
垢
を

共
に
破
す
こ
と
で
成
ず
る
こ
と
を
明
か
し
、
そ
れ
は
仮
観
と
し
て
の
衆
生
縁
の
慈

が
、
悪
業
の
苦
と
塵
沙
の
垢
を
破
す
こ
と
に
通
じ
て
用
い
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
明

か
す
。
さ
ら
に
、

菩
薩
自
ら
地
獄
の
諸
垢
を
破
す
る
時
、
句
句
皆
な
慈
悲
・
誓
願
あ
り
て
冥
に
法

界
に
薫
ず
。
彼
の
地
獄
の
有
若
し
機
縁
あ
ら
ば
慈
悲
に
関
か
る
。
王
三
昧
の
力

を
以
て
法
性
不
動
に
し
て
而
も
能
く
之
に
応
ず
。（
中
略
）　

彼
の
中
に
若
し
善

機
あ
れ
ば
、
持
戒
の
中
の
慈
悲
を
以
て
こ
れ
に
応
じ
て
離
苦
得
楽
せ
し
む
。
入

空
の
機
あ
れ
ば
、
生
無
生
の
慧
等
の
慈
悲
を
以
て
こ
れ
に
応
じ
て
真
諦
を
得
せ

し
む
。
入
仮
の
機
あ
れ
ば
、
無
量
の
慧
の
慈
悲
を
以
て
こ
れ
に
応
じ
て
俗
諦
を

得
せ
し
む
。
入
中
の
機
あ
れ
ば
、
無
作
の
慧
の
慈
悲
を
以
て
こ
れ
に
応
じ
て
王

三
昧
を
得
せ
し
む
。
③
先
に
自
ら
垢
無
く
、
今
他
を
し
て
垢
を
無
か
ら
し
む
。

（
同
右
、
七
二
二
頁
中
）

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
衆
生
縁
の
慈
は
、
界
内
界
外
や
俗
仮
と
真
仮
と
い
う
よ
う
な
異

な
り
は
あ
れ
ど
、
仮
の
対
象
と
し
て
は
異
な
り
が
無
く
は
た
ら
き
が
生
ま
れ
る
と
い

う
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
「
機
に
応
ず
る
慈
悲
」
と
し
て

の
は
た
ら
き
が
生
ま
れ
る
際
に
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
り
が
生
ま
れ
る
と
説
い
て
い
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
よ
り
天
台
は
、
衆
生
の
五
陰
を
縁
ず
る
衆
生
縁
の
慈

悲
を
、
菩
薩
の
修
道
と
し
て
も
、
衆
生
の
修
道
と
し
て
も
組
み
込
ん
で
、
仮
観
に
相

応
さ
せ
て
説
い
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る（

（
（

。

 

四　

無
縁
の
慈
悲
に
つ
い
て

先
の
『
法
華
玄
義
』
の
「
二
十
五
三
昧
無
方
の
大
用
を
具
す
。」（
棒
線
部
①
）
と

述
べ
ら
れ
る
箇
所
よ
り
無
縁
の
慈
悲
に
つ
い
て
見
て
み
る
。
こ
こ
で
「
こ
の
慈
悲
と

実
相
と
同
体
に
し
て
」（
棒
線
部
②
）
と
、
実
相
と
同
体
で
あ
る
と
さ
れ
る
無
縁
の

慈
悲
を
菩
薩
が
修
め
る
こ
と
と
は
、
二
十
五
の
三
昧
を
具
す
「
梵
行
」
を
起
す
こ
と

で
あ
る
と
し
て
い
る
。そ
の
た
め
菩
薩
は
諸
々
の
機
に
三
縁
の
慈
悲
を
用
い
て
応
じ
、

さ
ら
に
そ
こ
に
三
諦
を
対
応
さ
せ
、

此
の
地
（
無
所
畏
地
）
に
入
る
こ
と
を
得
て
二
十
五
三
昧
を
具
し
、
二
十
五
有

を
破
し
、
二
十
五
有
の
我
性
を
顕
す
。
我
性
は
即
ち
実
性
、
実
性
は
即
ち
仏
性

な
り
。（
中
略
）
二
十
五
有
の
煩
悩
を
破
す
る
を
浄
と
名
け
、
二
十
五
有
の
業

を
破
す
る
を
我
と
名
け
、
二
十
五
有
の
報
を
受
け
ざ
る
を
楽
と
名
け
、
二
十
五

有
の
生
死
無
き
を
常
と
名
く
。
浄
楽
我
常
を
名
け
て
仏
性
顕
わ
る
と
為
す
は
即

ち
こ
の
意
な
り
。」
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（『
法
華
玄
義
巻
第
四
上
』
大
正
三
十
三
巻
、
七
二
一
頁
下
）

と
あ
る
よ
う
に
、
機
根
の
浄
楽
我
常
を
明
か
す
こ
と
が
即
ち
仏
性
を
顕
す
こ
と
で
あ

っ
て
、
そ
れ
こ
そ
が
「
無
縁
の
慈
悲
」
な
の
で
あ
る
と
説
く
。
そ
の
為
、「
先
に
自

ら
垢
無
く
、
今
他
を
し
て
垢
を
無
か
ら
し
む
。」（
棒
線
部
③
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
た

よ
う
に
、
ま
ず
菩
薩
自
身
が
垢
を
無
く
す
た
め
に
、
三
昧
を
も
っ
て
三
諦
を
自
覚
す

る
こ
と
で
垢
を
無
く
し
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
機
根
に
対
し
て
三
諦
を
説
く
こ
と
に
よ

り
、
実
相
と
同
体
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
と
説
く
。

天
台
は
『
涅
槃
経
』
や
『
大
智
度
論
』
で
分
別
さ
れ
説
か
れ
た
衆
生
縁
・
法
縁
・

無
縁
の
慈
悲
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
を
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
が
考
察
さ
れ
る
。
さ
ら

に
そ
の
上
で
、
衆
生
の
五
陰
を
縁
ず
る
衆
生
縁
の
慈
悲
の
は
た
ら
き
に
つ
い
て
重
層

的
に
解
釈
し
、
菩
薩
行
の
一
環
で
あ
る
仮
観
の
中
に
お
い
て
も
そ
の
は
た
ら
き
が
見

ら
れ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
こ
の
衆
生
縁
の
慈
悲
に
関
し
て
天
台
は
、『
大
智

度
論
』
等
に
述
べ
ら
れ
た
「
凡
夫
人
に
は
衆
生
縁
の
慈
悲
」
と
い
う
よ
う
な
や
や
限

定
的
な
考
察
と
は
違
い
、
衆
生
縁
の
慈
悲
に
は
幅
広
い
意
義
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
こ
れ
が
天
台
独
自
の
観
点
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
無
縁
の
慈
悲
に
つ
い
て
は
、
三
縁
の
慈
悲
は
別
々
に
存
在
す
る
こ
と
が
な
い

こ
と
を
明
か
し
、
法
縁
衆
生
縁
の
慈
悲
が
無
縁
の
慈
悲
を
導
く
た
め
の
修
道
過
程
に

あ
る
と
い
う
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
こ
の
修
道
過
程
の
先
に
諸
法
実
相
と
同
体
で
あ

る
こ
と
こ
そ
が
、『
涅
槃
経
』
で
説
か
れ
る
「
如
来
を
縁
ず
る
こ
と
」
な
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
慈
悲
を
「
縁
ず
る
」
と
い
う
こ
と
を
様
々
な
側
面
か
ら
突
き
詰
め
て

考
察
す
る
姿
勢
と
い
う
の
も
、
三
縁
の
慈
悲
に
対
す
る
天
台
の
特
徴
で
あ
る
よ
う
に

感
じ
ら
れ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
天
台
は
三
縁
の
慈
悲
の
思
想
に
つ
い
て
、
菩
薩
行
の
在
り
方
を

通
じ
、
仏
・
菩
薩
・
衆
生
等
が
諸
々
の
現
象
の
下
に
い
か
な
る
体
系
づ
け
が
な
さ
れ

る
か
と
い
っ
た
こ
と
を
、
三
方
向
の
道
筋
か
ら
解
き
明
か
す
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に

加
え
さ
ら
に
『
法
華
玄
義
』
十
妙
の
「
感
応
妙
」
で
は
、
三
縁
の
慈
悲
に
よ
っ
て
示

さ
れ
た
体
系
の
中
の
結
び
つ
き
一
々
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
っ
た
点

を
、
衆
生
側
を
「
感
（
機
）」、
仏
菩
薩
側
を
「
応
」
と
定
め
、
時
間
的
・
事
理
・
善

悪
と
い
っ
た
道
理
の
上
に
も
こ
の
「
感
応
」
が
成
り
立
つ
こ
と
を
詳
細
な
検
討
を
加

え
明
か
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
次
項
よ
り
見
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

 

五　

感
応
の
構
成

ま
ず
、感
応
が
起
き
る
こ
と
の
意
義
を
、天
台
は
「
感
応
」
を
「
感
（
機
）」
と
「
応
」

に
分
け
、
感
の
異
目
で
あ
る
「
機
」
に
は
微
・
関
・
宜
の
三
義
、「
応
」
も
赴
・
対
・

応
の
三
義
を
立
て
、衆
生
の
置
か
れ
る
立
場
や
根
性
の
大
小
に
着
目
し
な
が
ら
説
く
。

そ
の
中
で
宜
と
応
に
つ
い
て
、

機
は
是
れ
宜
の
義
な
り
。
無
明
の
苦
を
抜
か
ん
と
欲
す
れ
ば
、
正
し
く
悲
に
宜

し
く
、
法
性
の
楽
を
与
え
ん
と
欲
す
れ
ば
、
正
し
く
慈
に
宜
し
き
が
如
し
。
故

に
機
は
是
れ
宜
の
義
な
り
。

（『
法
華
玄
義
巻
第
六
上
』
大
正
三
十
三
巻
、、
七
四
七
頁
上
）

応
は
是
れ
応
の
義
な
り
。
既
に
機
は
是
れ
宜
し
き
に
於
て
す
と
言
う
。
何
等
の

法
に
か
宜
し
か
ら
ん
。
応
ず
る
に
慈
悲
の
法
を
以
て
す
れ
ば
、
是
れ
善
悪
の
宜

し
き
所
な
り
。
悲
は
則
ち
苦
を
救
う
に
宜
し
く
、
慈
は
則
ち
楽
を
与
う
る
に
宜

し
。
随
っ
て
何
れ
の
法
を
以
て
す
と
も
、
そ
の
宜
し
き
所
に
応
ず
。
故
に
応
を

以
て
応
を
釈
す
る
な
り
。

（
同
右
、
七
四
七
頁
上
）

と
述
べ
る
よ
う
に
、
仏
が
行
ず
る
抜
苦
与
楽
の
応
が
、
法
性
の
楽
を
願
う
衆
生
に
ふ

さ
わ
し
く
適
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。

天
台
は
い
ず
れ
の
相
対
に
お
い
て
も
善
悪
を
中
心
に
説
く
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に

こ
の
相
対
を
四
悉
檀
に
相
当
さ
せ
検
討
を
加
え
、
改
め
て
善
悪
の
機
応
が
合
し
た
様

相
に
つ
い
て
検
討
を
重
ね
る
。
そ
れ
は
、

問
う
。
衆
生
の
善
悪
に
三
世
有
り
。
何
れ
の
世
を
機
と
為
さ
ん
。
聖
法
に
も
ま
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た
三
世
あ
り
。
何
れ
の
世
を
応
と
為
さ
ん
。
答
う
。
若
し
至
理
に
就
い
て
窮

覈（
（
（

せ
ば
三
世
は
皆
な
不
可
得
な
り
。
故
に
機
も
無
く
亦
た
応
も
無
し
。
故
に

『
経（
（（
（

』
に
言
わ
く
『
菩
提
に
去
来
今
有
り
と
謂
う
に
は
非
ず
。
但
だ
世
俗
の
文

字
数
を
以
て
の
故
に
三
世
有
り
と
説
く
』
と
。
四
悉
檀
の
力
を
以
て
衆
生
に
随

順
し
て
説
く
。

（
同
右
、
七
四
七
頁
下
）

と
あ
る
よ
う
に
、
衆
生
の
善
悪
は
三
世
に
つ
い
て
応
ず
る
聖
法
に
も
ま
た
三
世
が
あ

る
の
か
、
と
い
っ
た
問
答
を
通
じ
、
三
世
は
世
俗
の
文
字
に
よ
る
た
め
に
あ
る
と
説

く
の
で
あ
る
が
、三
世
に
の
み
依
っ
て
真
理
を
説
き
示
す
こ
と
は
不
可
得
で
あ
っ
て
、

四
悉
檀
を
用
い
て
衆
生
の
様
相
に
応
じ
て
説
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
説
く
の
で
あ

る
。

 

六　

四
悉
檀
を
通
じ
て
見
る
感
応

こ
の
四
悉
檀
に
つ
い
て
は
微
と
赴
を
世
界
悉
檀
、
関
と
対
を
対
治
悉
檀
、
宜
と
応

を
為
人
・
第
一
義
悉
檀
に
配
当
す
る
。
こ
こ
で
為
人
・
世
界
悉
檀
に
つ
い
て
注
目
す

る
と
、次

に
宜
を
以
て
機
を
釈
し
、
応
を
以
て
応
を
釈
す
る
は
即
ち
是
れ
為
人
・
第
一

義
な
り
。
宜
し
く
此
の
如
き
等
の
法
を
以
て
す
べ
け
れ
ば
、
其
の
機
応
と
相
い

宜
し
。
事
善
を
生
ず
る
に
宜
し
き
は
即
ち
為
人
な
り
。
理
善
を
生
ず
る
に
宜
し

き
は
即
ち
是
れ
第
一
義
悉
檀
な
り
。

（『
法
華
玄
義
巻
第
六
上
』
大
正
三
十
三
巻
七
四
七
頁
上
）

問
う
。
何
の
意
も
て
理
善
に
於
い
て
、
第
一
義
悉
檀
と
称
せ
ん
や
。

答
う
。
理
善
の
明
生
ず
れ
ば
、
理
闇
は
必
ず
滅
す
。
終
に
理
悪
滅
し
て
方
に
始

め
て
理
善
生
ず
る
に
は
不
ず
。
故
に
理
善
に
於
て
、第
一
義
悉
檀
と
称
す
な
り
。

若
し
事
善
は
生
ず
れ
ど
も
、
事
悪
は
未
だ
必
ず
し
も
去
ら
ず
。
事
悪
は
去
れ
ど

も
事
善
は
未
だ
必
ず
し
も
生
ぜ
ず
。
事
は
是
れ
隔
別
す
。
対
治
悉
檀
は
正
し
く

是
れ
薬
病
相
対
す
。
故
に
中
に
於
い
て
第
一
義
悉
檀
を
開
か
ざ
る
は
、
其
の
意

此
こ
に
在
り
。

（
同
右
、
七
四
七
頁
上
～
中
）

と
、
理
善
が
生
ず
る
こ
と
で
必
ず
理
悪
が
滅
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
す
な
わ

ち
、
理
善
を
生
ず
る
に
適
宜
し
た
感
応
の
は
た
ら
き
が
第
一
義
で
あ
る
と
説
く
。

ま
た
天
台
は
、「
機
を
善
悪
、
応
を
慈
悲
」
と
置
き
、
機
に
つ
い
て
は
善
悪
が
単

に
在
っ
て
機
と
な
る
こ
と
、
ま
た
は
善
悪
が
単
独
で
機
と
な
る
こ
と
は
な
い
こ
と
、

共
に
あ
る
こ
と
で
機
と
な
る
こ
と
、
一
方
で
応
で
あ
る
慈
悲
も
同
様
に
推
検
し
、
そ

れ
ぞ
れ
に
経
論
を
用
い
て
、
い
ず
れ
も
肯
定
的
に
機
応
で
あ
る
こ
と
を
確
証
す
る（
（（
（

。

さ
ら
に
は
こ
れ
ら
機
と
応
を
「
冥
」
と
「
顕
」
の
四
句
に
分
別
し
、
衆
生
に
と
っ

て
明
確
に
意
識
で
き
な
い
け
れ
ど
も
機
の
は
た
ら
き
が
あ
る
冥
機
、
現
実
の
修
行
を

経
る
こ
と
に
よ
っ
て
聖
人
の
応
同
を
招
く
顕
機
、
衆
生
に
は
見
聞
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
が
、
聖
人
の
応
同
が
密
か
に
も
衆
生
を
利
益
す
る
冥
応
、
は
っ
き
り
と
見
聞
で

き
る
顕
応
が
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
機
と
応
が
そ
れ
ぞ
れ
感
応
す
る
様
子
が
、

今
、
略
し
て
言
わ
ば
四
と
為
す
。
一
に
は
冥
機
冥
応
、
二
に
は
冥
機
顕
応
、
三

つ
に
は
顕
機
顕
応
、
四
つ
に
は
顕
機
冥
応
な
り
。（
中
略
）
前
に
冥
顕
互
い
に

論
ず
る
に
、
略
し
て
四
句
を
挙
ぐ
。
若
し
具
足
し
て
弁
ぜ
ば
、
四
機
を
用
て
根

本
と
為
す
。
い
わ
ゆ
る
、
冥
機
、
顕
機
、
亦
冥
亦
顕
機
、
非
冥
非
顕
機
な
り
。

冥
は
是
れ
過
去
、
顕
は
是
れ
現
在
、
冥
顕
は
是
れ
過
現
、
非
冥
非
顕
は
是
れ
未

来
な
り
。
仏
、
闡
提
の
為
に
説
法
す
る
が
如
し
、
云
々
。
一
句
の
中
に
於
い
て
、

復
た
四
句
と
為
す
。
い
わ
ゆ
る
冥
機
冥
応
、
冥
機
顕
応
、
冥
機
亦
冥
亦
顕
応
、

冥
機
非
冥
非
顕
応
な
り
。
余
の
三
機
も
ま
た
是
の
如
し
。
四
四
即
ち
十
六
句
を

成
ず
。
機
す
で
に
応
を
召
せ
ば
、
応
も
ま
た
十
六
句
あ
り
。
一
の
機
に
し
て
而

も
四
機
に
赴
く
。
機
応
各
々
十
六
と
為
し
、
合
し
て
三
十
二
句
を
成
ず
。
前
の

根
本
の
四
句
に
就
け
ば
、
便
ち
是
れ
三
十
六
句
の
機
応
な
り
。

（
同
右
、
七
四
八
頁
下（
（（
（

）
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と
述
べ
ら
れ
る
。
冥
、
つ
ま
り
奥
深
く
て
実
際
に
目
に
見
え
な
い
と
い
う
こ
と
と
、

目
に
見
え
る
顕
を
、
機
と
応
に
相
対
さ
せ
四
句
に
分
別
す
る
こ
と
を
明
か
し
、
次
い

で
機
を
四
句
と
し
て
立
て
、
応
に
つ
い
て
も
四
種
の
応
を
立
て
る
。
機
を
中
心
に
見

て
十
六
の
機
が
成
立
し
、
応
に
つ
い
て
も
十
六
が
成
立
し
、
さ
ら
に
最
初
の
機
を
中

心
と
し
た
四
句
を
合
わ
せ
三
十
六
句
の
機
応
が
成
立
す
る
こ
と
が
あ
か
さ
れ
る
と
し

て
い
る
。
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天
台
は
こ
の
三
十
六
句
の
機
応
が
一
人
の
身
に
備
わ
り
、
そ
れ
が
三
業
、
三
世
、

十
法
界
な
ど
と
相
関
さ
せ
て
考
察
す
る
と
、
そ
れ
は
や
が
て
六
万
四
千
八
百
も
の
機

応
が
想
定
さ
れ
る
と
説
く（
（（
（

。
そ
し
て
こ
の
機
応
が
十
界
互
具
を
基
と
し
て
、
地
獄
に

ま
で
遊
戯
さ
れ
る
と
も
説
く
の
で
あ
る
。

で
は
な
ぜ
天
台
は
、
こ
こ
ま
で
に
も
及
ぶ
機
応
の
相
に
つ
い
て
説
き
示
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
を
探
っ
て
い
き
た
い
。『
法
華
玄
義

巻
第
九
下
』
に
お
い
て
、

今
、
用
を
論
ず
る
に
、
宗
・
用
に
就
い
て
分
別
し
、
宗
・
用
を
し
て
濫
ぜ
ざ
ら

し
む
。
何
と
な
れ
ば
宗
に
も
亦
た
用
有
り
、
用
に
も
亦
た
宗
有
れ
ば
な
り
。
宗

の
用
は
用
の
用
に
非
ず
、
用
の
用
は
宗
の
用
に
非
ず
。
用
の
宗
は
宗
の
宗
に
非

ず
、
宗
の
宗
は
用
の
宗
に
非
ず
。
…
…
（
中
略
）
…
…
若
し
宗
を
論
ぜ
ば
且
ら

く
断
伏
を
置
い
て
、
但
だ
因
果
を
論
ず
る
の
み
。
今
、
用
を
明
か
す
に
、
但
だ

断
疑
生
信
を
論
ず
る
の
み
に
し
て
、
且
ら
く
慈
悲
を
置
く
。

（『
法
華
玄
義
巻
第
九
下
』
大
正
三
十
三
巻
、
七
九
六
頁
下
）

と
し
て
、『
法
華
経
』
の
持
つ
最
大
の
「
は
た
ら
き
」
こ
そ
「
断
疑
生
信
」
で
あ
る

と
定
め
、
慈
悲
を
傍
ら
に
置
い
て
そ
の
趣
旨
を
述
べ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

感
応
を
用
い
ず
と
も
「
疑
」
を
断
じ
、「
信
」
を
生
ず
る
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

断
疑
生
信
と
は
、『
法
華
経
』
の
功
徳
に
よ
っ
て
、
衆
生
が
真
如
を
得
る
際
の
数
々

の
疑
念
を
「
断
じ
て
」、
一
実
相
に
向
か
う
こ
と
へ
の
信
心
を
「
生
じ
さ
せ
る
」
も

の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
で
、
感
応
の
体
系
を
示
し
た
後
に
「
論
用
」
が
述
べ
ら
れ
指
摘
さ
れ
て
い
る

こ
と
、「
聖
人
と
の
応
同
を
説
く
慈
悲
を
置
い
て
」
述
べ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
推

察
す
る
と
、
こ
の
断
疑
生
信
に
つ
い
て
は
「
衆
生
自
ら
が
疑
を
断
じ
信
を
生
ず
る
」

と
、
衆
生
が
発
心
す
る
こ
と
へ
の
「
能
動
」
と
し
て
の
姿
勢
と
し
て
考
察
し
て
も
良

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。『
法
華
経
』
に
説
か
れ
る
比
喩
の
一
々
を
通
じ
て
、
い
ず
れ

も
一
実
相
の
真
理
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
が
聖
人
と
の
結
び
つ
き
で
あ

る
、
と
い
う
こ
と
を
「
衆
生
自
ら
が
信
じ
て
疑
わ
な
い
こ
と
」
こ
そ
が
、『
法
華
経
』

の
持
つ
最
大
の
は
た
ら
き
、
つ
ま
り
用
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

い
ず
れ
に
し
て
も
こ
こ
で
は
衆
生
に
対
す
る
発
心
を
促
し
、
支
え
て
い
る
こ
と
が

考
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
衆
生
に
対
し
て
、

衆
生
と
い
う
は
、
貪
・
恚
・
癡
の
心
が
み
な
我
あ
り
と
計
す
、
我
は
す
な
わ
ち

衆
生
な
り
、
我
は
心
を
逐
う
て
起
り
、
心
に
三
毒
を
起
す
を
す
な
わ
ち
衆
生
と

名
づ
く
。
こ
の
心
が
起
る
時
、
即
空
・
即
仮
・
即
中
な
り
。
心
に
随
い
念
を
起

せ
ば
止
観
を
具
足
す
、
観
は
仏
の
知
と
名
づ
け
、
止
は
仏
の
見
と
名
づ
け
、
念

念
の
中
に
お
い
て
止
観
が
現
前
す
れ
ば
、
す
な
わ
ち
こ
れ
が
衆
生
が
仏
の
知
見

を
開
く
な
り
。

（『
摩
訶
止
観
巻
第
六
』
大
正
蔵
第
四
十
六
巻
、
八
十
五
頁
上
）

と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
衆
生
の
持
つ
「
我
」
と
い
う
も
の
は
愚
か
で
あ
り
、
間
違

っ
た
考
え
方
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
真
如
に
向
か
う
た
め
に
は
ま
ず
自
ら
が

愚
か
で
あ
り
、
間
違
っ
た
考
え
方
で
あ
る
と
認
識
し
、
自
己
を
省
み
る
と
い
う
こ
と

を
行
い
続
け
る
こ
と
が
、
仏
の
知
見
を
見
出
す
き
っ
か
け
と
な
る
心
を
起
す
も
の
と

な
り
、
そ
れ
は
同
時
に
即
空
・
即
仮
・
即
中
の
こ
と
で
あ
り
、
心
よ
り
念
が
起
き
れ

ば
止
観
を
現
前
す
る
こ
と
に
繋
が
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
。
さ
ら
に
、

水
上
升
せ
ず
、
月
も
下
降
せ
ず
。
一
月
一
日
、
遍
く
衆
水
を
現
ず
。
諸
仏
来
た
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ら
ず
、
衆
生
も
往
か
ず
。
慈
善
根
力
、
此
の
如
き
に
事
を
見
る
故
、
感
応
妙
と

名
づ
く
。

（『
法
華
玄
義
巻
第
二
上
』
大
正
三
十
三
巻
、
六
九
七
頁
下
）

と
も
述
べ
、
衆
生
が
動
ず
る
こ
と
が
な
く
て
も
、
そ
こ
に
仏
が
応
同
す
る
の
で
あ

る
こ
と
を
示
し
、
衆
生
が
衆
生
の
姿
の
ま
ま
で
真
如
を
獲
得
で
き
う
る
こ
と
を
述
べ

る
。
そ
れ
に
よ
り
衆
生
に
対
し
て
、
感
応
が
生
ず
る
こ
と
へ
の
自
覚
を
促
す
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、

一
な
ら
ず
。
異
な
ら
ず
。
理
も
て
論
ず
れ
ば
、
則
ち
同
じ
く
如
な
り
。
是
の
故

に
異
な
ら
ず
。
事
も
て
論
ず
れ
ば
、
機
応
有
り
。
是
の
故
に
一
な
ら
ず
。
譬
え

ば
父
子
の
天
性
相
い
関
か
る
が
如
し
。
骨
肉
遺
体
異
な
れ
ば
、則
ち
不
可
な
り
。

若
し
同
な
ら
ば
、
父
は
即
ち
子
、
子
は
即
ち
父
な
り
。
同
も
ま
た
不
可
な
り
。

秖
だ
一
な
ら
ず
異
な
ら
ず
し
て
、而
も
父
子
を
論
ず
る
な
り
。
衆
生
の
理
性
は
、

仏
と
殊
な
ら
ず
。
是
の
故
に
異
な
ら
ず
。
而
る
に
、
衆
生
は
隠
れ
如
来
は
顕
わ

る
。
是
の
故
に
一
な
ら
ず
。
一
な
ら
ず
し
て
而
も
機
応
を
論
ず
る
な
り
。

（
同
右
、
七
四
七
頁
中（
（（
（

）

と
あ
る
よ
う
に
、
敢
え
て
事
を
用
い
て
論
ず
れ
ば
、
父
子
の
関
係
の
如
く
機
応
の
差

別
が
有
る
と
言
え
る
が
、
理
を
用
い
て
論
ず
れ
ば
同
じ
く
真
如
で
あ
る
と
す
る
。
仏

と
衆
生
が
基
は
一
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
衆
生
の
修
道
を
あ
ら
ゆ
る
方
向
か
ら
奨
励

す
る
の
で
あ
る
。
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結
論

こ
の
よ
う
に
衆
生
と
聖
人
の
関
係
に
つ
い
て
、
天
台
が
三
縁
の
慈
悲
及
び
感
応
を

用
い
て
説
き
示
し
た
背
景
に
は
、
以
下
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

衆
生
と
聖
人
の
関
係
は
、
奇
跡
的
偶
然
的
に
起
き
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
誤
解

に
つ
い
て
、
天
台
は
三
縁
の
慈
悲
に
つ
い
て
は
、
菩
薩
の
修
道
と
し
て
も
、
衆
生
の

修
道
と
し
て
も
組
み
込
ん
で
説
い
て
お
り
、
ま
た
感
応
に
つ
い
て
は
一
々
を
三
業
、

三
世
、
四
悉
檀
、
十
界
互
具
な
ど
に
約
し
て
詳
細
に
解
釈
す
る
こ
と
で
、
感
応
が
起

こ
る
こ
と
を
組
織
的
、
論
理
的
に
体
系
づ
け
よ
う
と
努
め
て
い
る
こ
と
が
考
察
で
き

る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

今
経
は
無
量
還
っ
て
一
と
為
る
。
こ
れ
は
則
ち
開
権
顕
実
す
る
に
、
秖
だ
麁
は

是
れ
妙
な
る
の
み
。
何
と
な
れ
ば
、
本
と
一
理
を
顕
わ
す
に
、
諸
も
ろ
の
方
便

を
作
せ
ば
、
方
便
は
即
ち
是
れ
真
実
な
り
。

（『
法
華
玄
義
巻
第
六
上
』
大
正
三
十
三
巻
、
七
四
九
頁
下
）

と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
三
縁
に
よ
る
道
筋
や
感
応
な
ど
の
体
系
を
説
き
示
す
け
れ

ど
も
、
こ
れ
ら
の
体
系
は
本
来
一
で
あ
り
、
衆
生
と
聖
人
で
あ
る
仏
と
は
常
に
一
体

で
あ
る
こ
と
を
説
く
。
こ
れ
に
よ
り
聖
人
と
同
体
で
あ
る
衆
生
そ
の
も
の
に
そ
れ
ぞ

れ
の
価
値
を
見
出
し
、
同
じ
世
界
に
包
ま
れ
て
い
る
と
い
う
確
証
を
与
え
る
。
一
方

で
、
感
応
妙
で
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
衆
生
が
独
自
で
修
道
す
る
こ
と
を
奨
励
し
、
そ

の
結
果
を
受
け
て
聖
人
が
応
同
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
明
示
す
る
こ
と
で
、

衆
生
を
支
え
て
い
く
姿
勢
を
打
ち
出
し
て
い
る
こ
と
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。
そ
の
際
、
具
体
的
現
実
的
な
比
喩
を
用
い
て
聖
人
の
視
点
、
衆
生
の
視
点

な
ど
の
様
々
な
観
点
か
ら
説
き
示
す
。
こ
の
多
彩
で
柔
軟
な
論
法
と
い
う
の
も
、
天

台
の
説
く
慈
悲
を
示
す
上
で
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
と
言
っ
て
も
良
い
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
、
衆
生
と
聖
人
の
微
細
か
ら
広
大
な
慈
悲
に
つ
い
て
の
連
関
・
体
系

を
、
三
縁
の
慈
悲
と
感
応
と
い
っ
た
思
想
か
ら
見
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
双
方
と
も

に
衆
生
の
修
道
の
一
貫
と
し
て
そ
の
現
象
が
起
こ
り
、
そ
の
修
道
を
行
い
続
け
る
こ

と
が
更
な
る
慈
悲
を
生
ず
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
た
。

で
は
果
た
し
て
慈
悲
を
生
ず
る
、
真
理
を
生
ず
る
は
た
ら
き
に
は
こ
れ
ら
の
他
に

ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
本
文
中
に
も
載
せ
て
あ
り
な
が
ら

も
考
察
を
置
き
去
り
に
し
た
感
の
あ
る
、「
智
慧
」
の
思
想
に
つ
い
て
、
ま
ず
は
三

縁
の
慈
悲
や
感
応
に
踏
襲
さ
れ
る
智
慧
の
は
た
ら
き
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
箇
所
に

注
目
し
、
更
な
る
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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註
（（）
『
大
般
涅
槃
経
疏
』
に
「『
慈
有
三
縁
』（
大
正
十
二
巻
、
四
五
二
頁
下
）
の

下
、
第
二
に
皆
同
じ
く
二
有
る
を
も
ち
て
難
じ
て
唯
一
な
ら
し
む
。
先
に
三
縁

を
唱
う
。
次
に
三
心
を
釈
す
。
三
縁
深
浅
、
但
だ
一
義
と
為
す
。
然
る
に
境
に

約
す
れ
ば
異
と
雖
も
、
縁
心
別
無
し
。
貧
窮
を
縁
ず
る
は
即
ち
衆
生
縁
。
こ
の

貧
人
ま
さ
に
衣
食
を
須
う
べ
し
と
知
る
は
、
即
ち
こ
れ
法
縁
。
若
し
衆
生
を
須

う
る
を
知
り
、如
来
は
第
一
の
楽
を
受
く
れ
ば
則
ち
須
う
る
所
無
し
と
知
る
は
、

即
ち
こ
れ
無
縁
な
る
が
如
し
。
能
縁
既
に
一
な
り
、
ま
さ
に
四
有
る
べ
か
ら

ず
。
故
に
只
だ
こ
れ
一
。
五
陰
を
縁
ず
る
を
衆
生
縁
と
名
づ
く
と
は
、
五
陰
何

に
従
い
て
生
ず
る
や
。
所
須
の
物
を
縁
じ
て
こ
れ
を
施
与
す
。
こ
れ
を
法
縁
と

名
づ
く
。
若
し
如
来
こ
の
物
を
須
い
ざ
る
を
縁
ず
る
は
、
即
ち
こ
れ
無
縁
。
縁

境
の
心
徧
き
こ
と
を
明
か
さ
ん
と
欲
す
。
乃
至
上
仏
を
縁
ず
。
況
や
復
た
余
境

を
や
。『
慈
之
所
縁
』（
大
正
十
二
巻
、
四
五
二
頁
下
）
の
下
、
第
三
に
三
縁
を

挙
げ
て
難
ず
。
衆
生
は
境
浅
く
、
法
空
は
則
ち
深
し
。
無
縁
は
両
な
が
ら
無
け

れ
ば
こ
の
故
に
極
め
て
深
し
。
既
に
三
縁
有
り
、
寧
く
ん
ぞ
四
有
る
こ
と
を
得

ん
、只
だ
ま
さ
に
三
有
る
べ
し
。」（『
大
般
涅
槃
経
疏
第
十
七
』
大
正
三
十
八
巻
、

一
三
七
頁
下
～
一
三
八
頁
上
）
と
、『
涅
槃
経
』
で
説
か
れ
た
三
縁
に
つ
い
て

の
内
容
と
同
様
に
、
衆
生
具
体
的
な
内
容
を
用
い
て
考
察
す
る
。
そ
の
際
認
識

す
る
と
い
う
「
境
」
に
集
約
す
れ
ば
三
種
あ
る
が
、
そ
の
義
は
一
つ
で
あ
る
こ

と
を
明
か
し
、
境
の
深
浅
や
境
に
と
ら
わ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
通
じ
、
三
縁

を
分
別
し
て
い
る
。
ま
た
『
大
般
涅
槃
経
集
解
』
に
は
「
僧
宗
曰
く
、
第
二
に

難
ず
。
四
心
殊
な
り
と
雖
も
而
し
て
三
縁
有
り
。
謂
く
衆
生
を
縁
ず
、
法
を
縁

ず
、及
び
無
縁
な
り
。
既
に
所
縁
是
に
同
じ
く
、唯
だ
一
に
応
ず
る
な
り
。」（『
大

般
涅
槃
経
集
解
第
三
十
六
』
大
正
三
十
七
巻
、
四
九
五
頁
下
）
と
、
三
縁
に
分

別
さ
れ
る
こ
と
の
み
が
ご
く
端
的
に
述
べ
ら
れ
い
る
。

（（）
『
摩
訶
止
観
』
に
「
即
空
の
観
能
く
見
思
の
非
を
滅
す
、
即
仮
の
観
は
能
く
塵

沙
の
非
を
滅
す
、
即
中
の
観
は
能
く
無
明
の
非
を
滅
す
。」（『
摩
訶
止
観
』
大

正
四
十
六
巻
、
三
十
七
頁
下
）
と
述
べ
ら
れ
、
三
観
と
三
惑
が
相
対
す
る
こ
と

を
明
か
し
て
い
る
。

（（）
菩
薩
修
行
の
段
階
を
五
二
の
位
に
分
け
た
中
の
、
第
四
十
一
位
か
ら
五
十
位
の

こ
と
。

（（）
二
十
五
有
…
衆
生
の
流
転
輪
廻
す
る
世
界
を
、
欲
界
十
四
有
、
色
界
七
有
、
無

色
界
四
有
に
分
け
た
も
の
。
有
は
現
実
生
存
の
意
味
。

（（）
三
昧
と
称
す
る
こ
と
の
義
を
『
法
華
玄
義
』
で
は
、「
此
の
二
十
五
皆
な
三
昧

と
称
す
る
は
、
調
直
定
な
り
。
真
諦
は
空
無
漏
を
以
て
調
直
と
為
し
、
出
仮

は
称
機
を
以
て
調
直
と
為
し
、
中
道
は
二
辺
を
遮
す
る
を
調
直
と
為
す
。
故

に
皆
な
三
諦
を
具
す
れ
ば
則
ち
通
じ
て
三
昧
と
称
す
。」（『
法
華
玄
義
』 

大
正

三
十
三
巻
、
七
二
四
頁
上
）
と
し
、
三
諦
を
具
す
こ
と
が
三
昧
と
言
う
こ
と
を

明
か
す
。

（（）
根
本
業
清
浄
戒
、
前
後
眷
属
余
清
浄
戒
、
非
諸
悪
覚
覚
清
浄
戒
、
護
持
正
念
念

清
浄
戒
、
廻
向
具
足
戒
、
無
上
道
戒
の
う
ち
の
根
本
業
清
浄
戒
。
こ
れ
は
『
南

本
涅
槃
経
』
聖
行
品
（
大
正
十
二
巻
、
六
七
四
頁
上
）
に
基
づ
く
。
ま
た
戒
聖

行
で
は
、
同
じ
く
『
涅
槃
経
聖
行
品
』（
六
七
五
頁
上
）
よ
り
禁
戒
、
清
浄
戒
、

善
戒
、
不
欠
戒
、
不
析
戒
、
大
乗
戒
、
不
退
戒
、
随
順
戒
、
畢
竟
戒
、
具
足
諸

波
羅
蜜
戒
を
、『
大
智
度
論
』
巻
第
二
十
二
巻
（
大
正
二
十
五
巻
、二
二
六
頁
上
）

よ
り
、
不
破
戒
、
不
欠
戒
、
不
穿
戒
、
不
雑
戒
、
随
道
戒
、
無
著
戒
、
智
所
讃

戒
、
自
在
戒
、
随
定
戒
、
具
足
戒
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
や
相
互
関

係
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（（）
『
法
華
玄
義
』（
大
正
三
十
三
巻
、
七
一
九
頁
中
）
で
は
、「
八
背
捨
の
名
は
云

云
。
浄
潔
の
五
欲
に
背
き
著
心
を
捨
離
す
、
故
に
背
捨
と
名
く
云
云
。
修
と
は

持
戒
清
浄
に
し
て
大
誓
願
を
発
し
、
大
事
を
成
さ
ん
と
欲
せ
ば
、
身
を
端
し
心

を
正
し
く
し
て
諦
か
に
足
の
大
指
を
観
じ
て
大
豆
の
黒
み
、
脹
れ
、
ふ
く
（
爾

に
造
り
が
皮
）
れ
起
る
が
如
し
と
想
え
。」
と
あ
り
、
こ
の
後
に
自
ら
の
体
を

例
に
挙
げ
、
内
の
見
我
や
外
の
貪
愛
を
破
す
こ
と
、
貪
著
の
心
に
背
き
捨
て
る

八



三
縁
の
慈
悲
に
関
す
る
一
考
察

九

こ
と
を
説
く
。

（（）
こ
の
点
に
関
し
て
『
法
華
玄
義
釈
籖
講
義
』
に
お
い
て
「
悪
業
垢
塵
沙
垢
等
を

破
す
」
項
と
し
て
「
業
は
但
だ
事
障
に
し
て
そ
の
性
染
汚
に
非
ざ
れ
ば
塵
沙
と

与
う
。
類
を
同
ず
る
が
故
に
俗
諦
の
破
す
る
所
と
為
す
。」（『
法
華
玄
義
釈
籤

講
義
』
仏
教
大
系
天
台
大
師
全
集
「
法
華
玄
義
三
」
一
二
一
頁
）
と
、
衆
生
の

業
の
性
は
清
浄
で
あ
る
、
と
い
っ
た
観
点
よ
り
同
様
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
、『
法
華
玄
義
釈
籤
講
述
』
に
は
「
見
思
は
こ
れ
煩
悩
に
し
て
内
に
在
り
。

悪
業
は
こ
れ
作
業
に
し
て
外
に
在
り
。
故
に
悪
業
を
以
て
塵
沙
と
与
う
。
共
に

俗
諦
三
昧
に
対
す
。
ま
た
業
即
ち
解
脱
の
意
な
り
。」
と
述
べ
ら
れ
る
。（
仏
教

大
系
天
台
大
師
全
集
「
法
華
玄
義
三
」
一
二
一
頁
）

（（）
窮
覈
（
ぐ
う
か
く
）「
窮
」
は
極
め
る
こ
と
。「
覈
」
は
覆
わ
れ
て
い
た
も
の
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

（（0）
『
維
摩
詰
所
説
経
観
衆
生
品
第
七
』（
大
正
十
四
巻
五
四
八
頁
下
）

（（（）
『
法
華
玄
義
巻
第
六
上
』
大
正
三
十
三
巻
七
四
七
頁
中
～
下

（（（）
こ
こ
で
は
さ
ら
に
、「
問
う
。
頗
し
善
機
悪
応
、
悪
機
善
応
、
偏
機
円
応
、
円

機
偏
応
有
り
や
。
答
う
。
無
方
に
適
え
ば
、
亦
た
此
の
義
有
り
。」（『
法
華
玄

義
巻
第
六
上
』
大
正
三
十
三
巻
七
四
九
頁
上
～
中
）
と
述
べ
て
、
善
の
機
に
も

悪
を
も
っ
て
応
ず
る
こ
と
で
善
根
を
成
長
さ
せ
る
こ
と
や
、
衆
生
に
と
っ
て
計

り
知
れ
な
い
機
や
応
が
起
き
た
時
の
現
象
を
も
そ
の
体
系
に
、
具
体
的
に
組
み

込
も
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

（（（）
こ
の
句
の
数
に
つ
い
て
、
中
嶋
隆
蔵
氏
は
「
天
台
智
顗
の
感
応
思
想
と
そ
の

周
辺
」（
日
本
文
化
研
究
所
研
究
報
告
第
（0
～
（（
集
・
１
９
８
４
～
８
６
）

に
お
い
て
四
句
の
展
開
を
自
ら
計
算
し
、「
四
句
の
展
開
の
極
に
お
い
て

六
万
四
千
八
百
に
計
え
ら
れ
た
総
計
も
、
実
は
一
万
九
千
二
百
と
、
三
分
の
一

以
下
に
激
減
し
て
ま
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
な
お
二
万
種
近
い

多
様
な
形
態
を
構
想
す
る
こ
と
に
よ
り
、
智
顗
は
、
感
応
現
象
の
委
細
を
尽
し

切
っ
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。」
と
指
摘
す
る
。

（（（）
こ
の
父
子
の
比
喩
に
つ
い
て
池
田
魯
参
氏
は
「
天
台
感
応
思
想
の
成
立
意
義
」

（『
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
研
究
紀
要
』
第
二
九
号
・
昭
四
六
）
の
中
で
、
均
正
の

『
四
論
玄
義
』
と
『
法
華
玄
義
』
と
の
内
容
比
較
を
行
い
、そ
の
考
察
と
し
て
「
天

台
は
感
応
の
同
異
全
体
を
父
子
相
関
の
事
実
に
よ
っ
て
考
え
よ
う
と
し
て
い
る

の
で
あ
る
が
、
均
正
の
場
合
は
、
信
解
品
解
釈
の
立
場
に
お
い
て
、
父
子
相
関

を
理
と
し
て
限
定
し
、
こ
の
理
の
感
応
を
も
っ
て
、
付
家
業
と
い
う
、
事
の
感

応
が
理
解
さ
れ
る
の
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
均
正
の
感

応
に
対
す
る
見
解
に
つ
い
て
は
今
後
の
研
究
課
題
と
し
考
察
を
進
め
て
い
き
た

い
。

 


